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「既存住宅の屎尿浄化槽付替え時の処理対象人員算定基準のただし書き 

取扱い要領」の制定について（通知） 

 

 日頃より建築行政に御協力いただき厚くお礼申し上げます。 

さて、既存建築物等に設けられた浄化槽の付替え等の際には、浄化槽法第５条第３項

の規定により、特定行政庁がその構造を審査することとなっており、その処理対象人員

は、「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準（JIS A 3302）」による

こととされています。 
今回、このうち既存の住宅について、現状の世帯人員等に応じ、算定が実情に添わな

いと考えられる場合として取扱うことがきるものとして、下記のとおり取扱いを定めた

ので通知します。 
貴職におかれましては、協会員への周知をお願いいたします。 
 

記 
 
１ 内   容  別紙「既存住宅の屎尿浄化槽付替え時の処理対象人員算定基準のた

だし書き取扱い要領」のとおり 
２ 運用開始日  平成 30 年 10 月１日から 

３ そ の 他  取扱いは県内特定行政庁の合意事項ですが、詳細は特定行政庁によ

り異なる場合がありますので、浄化槽の設置場所に応じた問合せ先

（別添）に確認をお願いします。 
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